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企業
② 受入学生の条件（学生の業務、研究環境等）の明確化

大学

①大学と企業が一体となって、大学院生など一定の専門性を有する学生を対象として、将来、各研究分野や企業活動
において中核的な役割を果たす高度専門人材育成を実施（学部生を中心とした短期の「就業体験」とは異なる体系）

②高度な専門性を有する学生を対象に、長期間、単位認定を前提として産業界で実践的なトレーニングを実施

③人材育成の観点から産学一体となって、「質」の高いインターンシップを保証（プログラム開発、受入条件の整備等）

④ 学生の派遣

① 高度専門人材育成プログラム

③ 契約締結

・優れた学生の選抜
・単位認定
・ワンストップ体制の整備

・学生に実践的な環境を提供
（守秘契約を担保した研究プロ
グラム等）大学等による受入体制のフォローアップ

意欲のある優秀な学生が企業へ
学外の実践的環境の中で能力
の発揮向上

平成１７年度予定額
１３０百万円（新規）

※①～③について、学生の教育として単位認定に足る必要な
最低要件（ﾐﾆﾏﾑ・ﾘｸｱｲｱﾒﾝﾄ）を担保することが重要
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